
「安全・安心で快適な顧客空間の創出」

「新たな営業スタイルの導入」

を支援します。

江差町「新生活様式」対応支援助成金

ウィズ
・コロ

ナ社会
の

「新し
い生活

様式」
に向け

て

　江差町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなか、事業活動の継続に

向けて、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大防止対策、快適な顧客空間の創出、

新たな営業スタイルの導入などに取り組む中小企業者・小規模企業者の皆さまへの

支援を行います。

【対象事業者】

令和２年４月１日の時点で町内に事業所・店舗があり、事業活動を行っている中

小企業者・小規模企業者（法人、個人事業主）

【助成対象事業】

もっぱら顧客の利用に供する空間又は顧客向けのサービスを対象とした次の事業

（１）新生活様式「顧客空間創造」事業（ハード系事業）

　　　（顧客空間の三密回避、衛生環境の向上、顧客満足度向上のための改修等）

（２）新生活様式「新しい営業スタイル導入」事業（ソフト系事業）

　　　（新しい営業スタイルの導入、感染防止のための備品・物品の購入等）

【助成率・助成上限額】

（１）助成率　　　１０分の７～１０分の９
※消費税・地方消費税込みの

　事業費ベースでの助成率

（２）助成上限額

○新生活様式「顧客空間創造」事業（ハード系事業）

○新生活様式「新しい営業スタイル導入」事業（ソフト系事業）

宿泊施設　３００万円　　その他の施設　１５０万円

３０万円

※令和２年４月１日以降に実施した事業が対象となります。

※助成対象事業の概要、助成率、助成上限額の詳細については、裏面をご覧ください。

　助成率、助成上限額は、事業区分ごとに設定されていますので、ご留意ください。

※申請書の様式は、役場産業振興課にて配布するほか、町のホームページからもダウン

　ロードできます（８月５日～）。

申請受付期間：令和２年８月１７日（月）～
申請受付窓口：江差町役場産業振興課（役場２階）

(　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　)

【お問い合わせ先】　　江差町役場産業振興課商工係（℡ 0139-52-6717）

※社会福祉法人、医療法人、NPO 法人
　などは対象になりません。（　　　　　　　　　　　　　　）



江差町「新生活様式」対応支援助成金　助成事業メニュー、助成率、助成上限額

対象事業
助成率
(※1)

１　新生活様式「顧客空間創造」

（１）「三密」回避のための顧客空間の整備

〇人と人との間隔をできるだけ空けるための改修

　（目安：２ｍ（最低１ｍ）以上）

　・個室から大部屋への転換、座席レイアウトの変更、個室空間の

　新設等

〇密閉空間を避けるための改修

　・換気設備の新設（取り換えの場合は、機能向上が条件）

　・窓（ドア）を開け、換気を行うために必要な網戸等の設置

　・空気清浄機の設置など三密回避のための設備導入

　・空間の抗菌・抗ウイルス加工（消耗品の購入のみの場合を除く）

〇密接を避けるための改修

　・パーテーションの設置、席間の間仕切り等の設置

　・人感センサー付きの照明器具の整備

（２）快適な顧客空間の整備、省エネ・省スペースのための店舗改修

〇快適な顧客空間の整備

　・エアコン等の設置（更新を含む。マスク着用による熱中症対策）

　・トイレの改修、その他顧客空間の快適化のための改修（顧客満足

　度の向上）

　・Wi-Fi設備の導入（顧客の利便性向上）

〇省エネ・省スペースのための店舗改修

　・照明のLED化改修（省エネ）

　・省エネ、省スペースのための設備更新

2　新生活様式「新しい営業スタイル導入」

（１）新たなチャレンジ

〇キャッシュレスシステム、テイクアウト・デリバリーへの業態転換など

　新たなシステム等の導入

　・キャッシュレスシステムや注文システムの導入経費

　・ＷＥＢサイトの構築や制作に関する初期費用

　・ＰＲ資材（のぼり、看板等）等の製作費

　・ネット販売等の販路拡大に向けた取組に係る経費（商品開発、

　栄養成分表示対応等）

（２）「接触」回避のための新しい営業スタイル導入

〇接触を減らすためのシステム導入（備品等）

　・接客カウンター等に飛沫感染防止のための「透明板」の設置

　・券売機、非接触体温計、サーモグラフィーカメラ、ノータッチディ

　スペンサー等の備品整備

（３）飛沫・接触感染防止対策

〇飛沫・接触感染防止対策（消耗品）

　・ビニールシート、フロアマーカー等の購入費

　・マスク、消毒液、除菌スプレー等の衛生用品の購入費

　・テイクアウトへの転換に伴う消耗品等の購入費

※1　消費税・地方消費税込みの事業費ベースでの助成率になります。

10分の9 20万円

(1),(2),(3)の合計で
30万円を上限とす
る。

10分の9 20万円

10分の9 5万円

助成上限額

10分の9 100万円

(1),(2)の合計で、

宿泊施設300万円
その他150万円

を上限とする。

10分の7

宿泊施設
300万円

その他
100万円


